
   

   

 

 

― 白子町農業委員会だより ＮＯ．３９ ― 

  

 

『 町の頑張る農業担い手集団 』 を皆さんに紹介します。 

 

『絆』…旬の新鮮野菜「美味しい」を提供していきたい 

 

                                              農事組合法人   長 生 産 直 

 

北高根地区にある農産物直売所 『げんきの里 ひまわり』。 広々とした売り場には、毎朝、組合員が丹精込

めて作った旬の野菜が並びます。袋に貼られたラベルには、価格とともに生産者の名前が記載されており、お

客様に “美味しさ” とともに “安心・安全” を提供。 多くのお客様が訪れ、町の人気スポットになっています。 

―今から４５年前、昭和５１年に１０名程の農

家が、ちば市民生協店舗に、トマト、さつま芋を

送ったことから始まります。その輪は大きく広が

り、昭和５８年に共同出荷場を建設。昭和６１年、

会員１２９名により長生農協産直部会が設立され

ました。平成３年、現在の位置に移転され、“地

元の方々に、安心・安全な美味しさを、季節を

通して提供していきたい” という組合員の想い

から、平成６年、直売所 『ひまわり』 をオープ

ン。その後、農事組合法人 長生産直 と法人

化を図り、平成２６年４月、農産物直売所 『げん

きの里 ひまわり』 として新店舗をオープンさ

せ、現在に至っています。― 

現在の組合員数は、２２２名（準組合員含む）。大所帯となった中で代表理事を務める 大多和 重則さん に話

を伺いました。 「長い歴史を振り返り、“消費者に安全な農産物を提供するとともに、地域社会に貢献していく” 

といった先輩方の考え方、取り組みには唯々頭が下がります。これからも、組合の経営理念でもある、『農業の発

展に寄与する』、『地域社会に貢献していく』、『真の豊かさを目指す』 ということをしっかり胸に刻み、組合一丸

となって日々努力していきたい。」 と、語ってくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農産物直売所 『げんきの里 ひまわり』】 
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○認定農業者制度について 

 

新しい農業基本法である「食料・農業・農村基本法」では、農業の持続的発展を目指し、国は効率的かつ安定的な農

業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、農業経営基盤の強化の促

進に必要な施策を講ずるとしています。認定農業者制度は、この施策の中心に位置づけられるものです。本町では、６９

の経営体が認定農業者の認定を受けています（令和２年１２月末 現在）。一人でも多くの農業経営者がこの制度を活用

して自らの経営の改善・発展に取り組むことが期待されています。 

 

 認定農業者制度の概要 

（１） 農業経営基盤強化促進法に基づき、県及

び市町村が農業経営の基盤強化に関する

基本方針・基本構想を策定し、効率的・安定

的な農業経営の基本的な指標を定める。 

（２） 自らの経営発展を目指す農業経営者が、農

業経営改善計画（５年後の経営目標）を作

成・申請し、市町村等の認定を受ける。 

（３）認定を受けた農業経営者の計画達成に向

け、農地の集積や低利資金の融資、経営相

談などの支援措置を講じていく。 

 認定対象者 

効率的かつ安定的な農業経営を目指し、

経営改善を計画的に進めようとする農業者

（法人を含む）。 

（性別、専業・兼業の別、経営規模の大小、

営農類型、組織形態 を問わず認定対

象。） 

 認定の申請手続き 

農業経営改善計画には、５年後を目指し、年間所得及び労働時間、農業経営規模の拡大、生産方式の合理化、

経営管理の合理化、農業従事の様態の改善等の目標と、その目標達成のための措置を記載し市町村に申請します。

（※複数市町村で農業を営む農業者が申請する場合は、県又は国に申請。） 

 認定の要件 

（１） 計画が市町村の基本構想に照らして適正なものでること。 

計画に記載された、年間所得及び労働時間、規模の拡大に関する目標、生産方式、経営管理の合理化の目標、

農業従事の態様等の改善目標を、基本構想に定める「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らして判断。 

【 ・白子町基本構想…＊年間労働時間目標 ２，０００時間 ＊年間農業所得目標 ５７０万円 】 

（２） 計画の達成される見込みが確実であること。 

経営改善の目標について、経営の現状を踏まえた経営規模や生産方式の内容の整合性、労働力調達の実現性

などから計画達成の実現性を判断。 

（３） 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。 

計画の内容が地域ぐるみの農地の利用計画や農作業の効率化に配慮しているかどうかを判断。 

 認定農業者への支援 

認定後、農用地の利用集積の支援、無利子・低利資金融資、機械・施設導入支援、税制特例などが措置されます。 

 

「認定農業者制度」について詳しく知りたい方は、白子町産業課（３３-２１１５）まで、お問い合わせください。 
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